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第３回魚沼市地域クラブ活動推進委員会

（全体進行：米山管理指導主事）

＜次第＞

１ 開会のあいさつ 松田 光正 委員長 （３’）

樋口 健一 教育長 （３’）

２ 議事 議長：委員長

（１） 報告（質疑含む）

① Ｒ６実施報告 （１０’）【別冊資料】

② Ｒ６実施報告（補足） （５’）【資料１】

（２） 協議（説明・質疑）

① Ｒ７実施計画 （５’＋１０’）【パンフレット】

② Ｒ７実施計画補足① （５’＋ ５’）【資料２】

③ Ｒ７実施計画補足② （５’＋ ５’）【資料３】

※ 協議の時間目安：（説明時間＋協議時間）

３ 連絡等

（１） Ｒ７地域クラブ活動推進委員について （１’）

４ 閉会のあいさつ 瀧澤 治 副委員長 （３’）

令和７年３月２６日(水)19:00～20:00

魚沼市役所 本庁舎 302 会議室
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№ 役職等 氏　　名 所属等 備　　考

1 委員長 松田　光正 魚沼市スポーツ協会会長

2 副委員長 瀧澤　治 魚沼市文化協会会長

3 委員 上村　伯人 アドバイザー･上村医院院長 スポーツドクター

4 委員 星　俊寛 エンジョイスポーツクラブ魚沼マネジャー 総合型スポーツクラブ

5 委員 岡部　圭助 魚沼市ＰＴＡ連絡協議会会長 小出小PTA会長

6 委員 酒井　直子 魚沼市ＰＴＡ連絡協議会副会長
堀之内小PTA副会長
堀之内地区母親代表

7 委員 八木　勲
魚沼市スポーツ少年団本部長
魚沼市スポーツ協会事務局長

8 委員 岩田　孝志
魚沼市中学校体育連盟会長
魚沼市中学校長会長

堀之内中校長

9 委員 角山　泰章 魚沼市中学校体育連盟事務局 堀之内中教諭

10 委員 高橋　由規 中越吹奏楽連盟事務局員 広神中教諭

11 委員 樋口　健一 魚沼市教育委員会教育長

1 事務局 榎本　康子 魚沼市スポーツ協会事務局

2 事務局 瀬沼　潤子 魚沼市文化協会事務局

3 事務局 大塚　宣男 魚沼市教育委員会事務局長

4 事務局 青柳　洋介 同 生涯学習課長

5 事務局 佐藤　充 同 生涯学習課社会体育係長

6 事務局 坂大　聡 同 生涯学習課社会教育係長

7 事務局 岡部　忍 同 学校教育課長

8 事務局 米山　智 同 学校教育課管理指導主事

9 事務局 風間　松司 同 学校教育課職員

10 事務局 柳沢　学 同 学校教育課指導主事

魚沼市地域クラブ活動推進委員

事務局
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【資料１】Ｒ６実施報告（補足）

１ 地域クラブ設立予定の変更

○ ６月からの中体連大会終了後、予定したバレーボールクラブの設立ができなかった。

〔経過〕

・７月下旬と８月上旬の２回にわたって、説明会を実施

・２回とも数名（６人未満）の参加があった

・参加者はいずれもチームの最低人数（６人）に達しないため入会を希望しなかった。

・指導者、協会と協議の結果、新規のバレーボールクラブの設立を見送った。

・新年度に改めて設立のための協議を協会と行ったが、予定していた指導者はすでに市外

の他クラブの指導に携わっていたため、新年度当初の設立も見送った。

２ 中体連地域クラブ申請及び大会参加状況

３ 他市町村等からの問い合わせ状況

種目 地域クラブ名 申請 地区大会 新人大会
WHITE PHOENIX － 合同チーム 合同チーム
魚沼RISE － － 合同チーム
魚沼BRUINS － 合同チーム 合同チーム
AMBITIONS － 合同チーム 合同チーム

軟式野球 魚沼JBC ○ 地域クラブ 地域クラブ
バレーボール 魚沼米笑娘VBC ○ 地域クラブ 地域クラブ
卓球 魚沼ジュニア卓球 － 学校単位 学校単位
柔道 魚沼市柔道連盟 ○ 地域クラブ 地域クラブ
剣道 魚沼市剣道連盟 ○ 地域クラブ 地域クラブ

魚沼ジュニアクロカン ○ 地域クラブ 地域クラブ
魚沼ジュニアアルペン ○ 地域クラブ 地域クラブ

バスケットボール

スキー

時期 自治体名等 内容 形態
5月 上越市 魚沼市の地域移行の取組について 電話
6月 南魚沼市 教員の兼職兼業について 電話

11月 埼玉県北部教育事務所 魚沼市の地域移行の取組について 面談
1月 長野県飯山市スポーツ協会 平日の地域クラブ活動について 電話
2月 小千谷市 教員の兼職兼業手続きについて 電話
3月 見附市 魚沼市の地域移行の取組について 面談
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４ 医療関係者等との打合せ

（１）実施状況

第１回

○ 期日 12/12(木)
○ 参加者

・ 上村医院 上村院長

・ 小出病院 関口整形外科部長、佐藤理学療法士

・ 基幹病院 目良整形外科部長、若井理学療法士、小林理学療法士

・ 市教委 柳沢指導主事

第２回

○ 期日 1/12(木)
○ 参加者

・ 上村医院 上村院長

・ 小出病院 関口整形外科部長、佐藤理学療法士

・ 基幹病院 目良整形外科部長、若井理学療法士、小林理学療法士

・ 市教委 青柳課長、岡部課長、米山管理指導主事、柳沢指導主事

（２）

○ 今後の方向性

・ 関節やひじなどの不調をはじめとする体の不調を相談する会（診察とは異なる）

・ 地域クラブの指導者等に対する研修会講師（講演会形式ではなく、いくつかのテー

マについて１５分程度の専門的な解説を聞いた後、懇談会のように自由に対話できる

ような形で、保護者等も観覧・参加できるような会）

・ 中学生を対象にした、種目に関係なく正しい体の使い方やトレーニングの仕方を学

ぶ講習会
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【資料２】Ｒ７実施計画補足①

１ 令和７年度の地域クラブ設立見通しについて

（１） 陸上競技

・ 中体連大会後、小出中が部活動を廃止することに伴い、小出中生徒を対象にクラブ

化をスタートする。

・ 当面、水・金曜日の 18:00～20:00 と日曜日の 7:30～10:00 で活動を行う。

・ 指導者は、陸上競技協会の２～３名と兼職兼業手続きを経た教員で行う。

・ 日曜日については、できるだけ市内陸上競技部との合同練習として活動する。

（２） 文化部、美術部

・ 引き続き、文化協会等と協議を行う。

２ 連盟申請及び参加予定

（１） スポーツクラブ

（２） 文化クラブ

種目 地域クラブ名 申請 地区大会 新人大会 備考
WHITE PHOENIX ○ 地域クラブ 地域クラブ
魚沼RISE ○ 地域クラブ 地域クラブ
魚沼BRUINS ○ 地域クラブ 地域クラブ
AMBITIONS ○ 地域クラブ 地域クラブ

軟式野球 魚沼JBC ○ 地域クラブ 地域クラブ
バレーボール 魚沼米笑娘VBC ○ 地域クラブ 地域クラブ
ソフトテニス 魚沼JSTC － 学校単位 学校単位
卓球 うおぬまJTC － 学校単位 学校単位
柔道 魚沼市柔道連盟 ○ 地域クラブ 地域クラブ
剣道 魚沼剣道クラブ ○ 地域クラブ 地域クラブ

魚沼ジュニアクロカン 予定 地域クラブ 地域クラブ
魚沼ジュニアアルペン 予定 地域クラブ 地域クラブ

バスケットボール ･条件付き認定
･R7から協会主催で新たな大
会を実施(中体連･協会いずれ
かの大会のみ参加)

スキー

種目 地域クラブ名 申請 コンクール等

吹奏楽 魚沼ジュニアブラス 予定 地域クラブ
合唱 (仮 )魚沼ジュニアコーラス 予定 地域クラブ

備考
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【資料３】Ｒ７実施計画補足②

１ 令和７年度予算書

※活動週をＲ６の 40 週から 48 週として、謝金を積算

※国、県、市の予算割合は仮の数値

２ 謝金内訳

・野球、ソフトテニス、柔道、吹奏楽は、活動実態を考慮し、指導員・指導補助員を各 2 名分計上

【参考】Ｒ６年度謝金額

費用 割合 項目 金額 割合
17,472,000 85% スポーツ庁予算
17,472,000 85% 新潟県予算

諸謝金（指導員） 10,752,000 53% 魚沼市予算 6,635,410 32%
諸謝金（補助員） 6,720,000 33% 受益者負担 3,600,000 18%

クラブ活動費（保険料） 499,280 2% 合計 20,470,820 
生徒 240,000 
指導員、補助員 187,200 
振込手数料等 72,080 

事務局運営費 2,499,540 12%
人件費（総括Co） 351,540 
人件費（Co） 1,536,000 

612,000 
20,470,820 

Ｒ７支出内訳 Ｒ７収入内訳
項目

クラブ活動費
諸謝金

印刷製本費
合計

10,235,410 50%

担当 日
活動 1 回の時

間(目安)
週当り
回数

年間
活動週

1 回当り金
額

合計

指導員
平日 2 時間 2 回

40 週

3,200 円 256,000 円

休日 3 時間 1 回 4,800 円 192,000 円

指導補助員
平日 2 時間 2 回 2,000 円 160,000 円

休日 3 時間 1 回 3,000 円 120,000 円

コーディネー
ター(事務局) － 2 時間 1 回 2,000 円 80,000 円

年間予算 808,000 円

担当 日
活動 1 回の時

間(目安)
週当り
回数

年間
活動週

1 回当り金
額

合計

指導員
平日 2 時間 2 回

48 週

3,200 円 307,200 円

休日 3 時間 1 回 4,800 円 230,400 円

指導補助員
平日 2 時間 2 回 2,000 円 192,000 円

休日 3 時間 1 回 3,000 円 144,000 円

コーディネー

ター(事務局)
－ 2 時間 1 回 2,000 円 96,000 円

年間予算 969,600 円
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魚沼市地域クラブ活動推進委員会設置要綱

令和 5 年 6 月 14 日

教育委員会告示第 4 号

(設置)

第1条 魚沼市教育委員会(以下｢教育委員会｣という。)は、市内に住所を有する中学校生徒の地域

スポーツクラブ及び地域文化クラブ(以下｢地域クラブ｣という。)活動に関し、今後の在り方並び

に起こり得る諸問題について協議及び検討するため、魚沼市地域クラブ活動推進委員会(以下｢委

員会｣という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討し、今後の地域クラブ活動の在り方につ

いて提言するものとする。

(1) 関係者の合意形成に関すること。

(2) 事業の実施方針の決定に関すること。

(3) 地域クラブ活動における実践の共有や検証に関すること。

(4) 域内への普及方法の検討に関すること。

(5) その他、地域クラブ活動を取り巻く環境整備に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 魚沼市スポーツ協会会長及び事務局長

(2) 魚沼市文化協会会長

(3) 魚沼市内スポーツ関連団体代表

(4) 魚沼市スポーツ少年団指導者代表

(5) 魚沼市中学校体育連盟会長及び事務局の職にある教諭

(6) 中越地区吹奏楽連盟加盟団体市内代表

(7) 魚沼市ＰＴＡ連絡協議会代表

(8) 魚沼市教育委員会教育長

2 委員会は、前項に定めるもののほか、専門的な見地からの意見を求めるため、アドバイザーを

置くことができる。

(任期)

第 4 条 委員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第 5 条 委員会に委員長 1 名及び副委員長 1 名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理す

る。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下｢会議｣という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただ

し、委員の委嘱後、最初に行われる会議の招集は、教育長が行う。

2 教育委員会は、地域クラブ活動に関して協議する必要がある事項が発生したときは、委員長に

対し、協議すべき具体的事項を示して会議の招集を求めることができる。

(庶務)

第 7 条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って

別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和 5 年 7 月 1 日から施行する。

(魚沼市部活動検討委員会設置要綱の廃止)

2 魚沼市部活動検討委員会設置要綱(令和 2 年魚沼市教育委員会告示第 2 号)は、廃止する。


